
議会・行政改革特別委員会

議会基本条例評価事業



評価サイクル経過状況等

・平成２３年　　　　　　笠岡市議会基本条例検討＜検討委員会＞
・平成２４年　　　　　　笠岡市議会基本条例制定
・平成２４年(組織改選)　議会・行政改革特別委員会が組織される。
・平成２５年　　　　　　笠岡市議会基本条例の条文内容等の見直し
・平成２７年　　　　　　議会運営委員会で市議会改選にあたり４年間を経過して
　　　　　　　　　　　　の委員及び会派による評価業務を行った。
・平成２８年　　　　　　会派代表者及び全員協議会で結果報告と確認を行った。
・平成２８年(組織改選)　議会・行政改革特別委員会が組織され，議会運営委員会
　　　　　　　　　　　　から，議会・行政改革特別委員会へ引き継がれ今後検討　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　「平成２８年と２９年の２か年で取り組み項目の計画を
　　　　　　　　　　　　　検討(８項目について取り組み)」
・平成２９年　　　　　　引き続き取り組み項目の計画を検討
　　　　　　　　　　　　検討結果の答申書を提出「ＰＤＣＡサイクル提言」
・平成３０年　　　　　　会派代表者及び全員協議会で結果報告と確認を行った。
　　　　　　　　　　　　一部事業計画(タブレット会議導入)の実施を行った。
・平成３１年(令和１年)　次期市議会改選にあたり４年間の評価とサイクル検討へ



笠岡市議会基本条例「ＰＤＣＡ」　達成度管理のサイクル　　

対策 計画

検証 実行

Ａｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎ

ＤｏＣｈｅｃｋ

【計画】

・どうやるか
・何をすべきか

＜平成28年改選から取り組み計画＞
　議会運営委員会→特別委員会へ
「平成28年・平成29年　2か年計画」

【実行】

・要綱制定，計画の検討
・計画の実行，状況

＜平成30年・31年事業等取組み＞

【対策】

・状況分析，原因究明
・最適な解決策の立案，計画

＜令和2年以降へ繋げる＞

【検証】

・計画と現状を比べる
・進展度を確認，評価する

＜令和1年・2年評価業務作業＞



前回の総合評価を元に，今期４年間での総合評価を行い，今後の議会改革へ繋げ
ていく。
笠岡市議会基本条例総括評価票

議会基本条例条文 評価内容（掲載例） 総合評価 委員及び会派評価内容【徳清会】 総合評価 委員及び会派評価内容【新政みらい】 総合評価 委員及び会派評価内容【笠栄会】 総合評価 委員及び会派評価内容【讃志会】 総合評価 委員及び会派評価内容【立真会】 総合評価 委員及び会派評価内容【日本共産党】 総合評価 委員及び会派評価内容【改革２１】 総合評価 委員及び会派評価内容【公明党】 総合評価

(目的)
第1条　この条例は，住民自治の実現に向けて，議会及
び議員が担う役割を果たすために必要な基本的事項を定
めることにより，議会を活性化し，市民の信託に応えられ
る議会運営の実現を図るとともに，地方自治の本旨に基
づき公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的と
する。

目的を述べている条文であり，特に問題ない

(基本理念)

第2条　議会は，市政における意思決定機関として，市民
の意思を的確に市政に反映させるため，公平かつ公正な
議論を尽くし，住民自治の確立及び自立した地方政府の
実現を目指す。

基本的な理念を述べている条文であり，特に問題
ない

(基本方針)
第3条　議会は，前条に定める基本理念に基づき，地方分
権の進展に的確に対応するため，議会の活性化を推進す
る。

基本的な方針を述べている条文であり，特に問題
ない

(最高規範性)
第4条　この条例は，議会における最高規範であって，議

会に関する他の条例，規則等は，この条例と整合を図る
ものとする。

最高規範性を述べている条文であり，特に問題な
い

(議会の活動原則)
第5条　議会は，市民を代表する議決機関であることを自
覚し，市政の公正性，透明性及び信頼性を確保するた
め，市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)の市
政の運営を監視及び評価するものとする。
2　議会は，市民の多様な意見を把握し市政に反映させる
ため，市民の代表である議員相互の自由な討議を尊重
し，必要な政策を自ら立案し，又は市長等に提言すること
等により，市民と一緒にまちづくりの活動に取り組むものと

する。
3　議会は，市民に開かれた議会を目指し，議会が行う活
動に市民が参加できるように情報公開に取り組むととも
に，市民に対して議会の議決及び運営についてその経
緯，理由等を説明する責任を果たすものとする。
4　議会は，市民に分かりやすい議会運営を行うために，
笠岡市議会会議規則(昭和33年笠岡市議会規則第1号)，
笠岡市議会委員会条例(昭和33年笠岡市条例第10号)等
について絶えず見直しを行うものとする。

議会の活動原則について述べている条文から問題
なし
なお，具体的取組項目等については，後の条文で
触れている

(議員の活動原則)

第6条　議員は，議会が言論の府であること及び合議制
の機関であることを認識し，議員相互の自由な討議を尊
重し，かつ，保障しなければならない。
2　議員は，市政全般についての課題，市民の多様な意
見等を的確に把握するとともに，自己の能力を高める不断
の研さんに努め，議案の審議又は審査を行うほか，政策
立案及び政策提言を行うよう努めなければならない。
3　議員は，市民全体の福祉の向上を目指して活動をしな
ければならない。
4　議員は，自ら議会活動について，市民に対する説明責
任を果たすものとする。

議員の活動原則について述べている条文から問題
なし
なお，具体的取組項目等については，後の条文で

触れている

(議決の責任)

第7条　議会は，市の意思決定機関として議決責任を深く
認識するとともに，その結果について市民に説明する責
任を有する。

議決結果について記述を工夫するなど内容の充実
を図っている。今後も議会だよりの更なる内容の充
実や構成について研究・改善を図っていく。

(会派)
第8条　議員は，議会活動を行うため，会派を結成するこ
とができる。
2　会派は，議会が政策立案，政策決定，政策提言等を行
おうとするときは，必要に応じて合意形成に努めるものと
する。

会派の結成と合意形成に係る条文であり，特に問
題ない。

(全員協議会)
第9条　議会は，市政及び議会に係る諸事項について自
由に協議するため，全員協議会を設置する。

平成25年の見直し意見を元に議会報告会について
全員協議会を実施したが，意見統一としての活用
が不十分であった。今後活用について検討，研究
を要する。

(議長及び副議長)
第10条　議長は，議会を代表して中立公正な職務遂行に
努めるとともに，議会の品位を保持し，民主的かつ効率的
な議会運営を行わ　なければならない。
2　副議長は，議長に事故あるとき又は議長が欠けたと
き，議長の職務を行うとともに，議長を補佐する。
3　議長及び副議長の選出に当たっては，選出されようと
する者に所信を表明する機会を保障することにより，市民
に対して透明性を確保しなければならない。
4　議長及び副議長の選出方法については，別に定める。

議会基本条例による所信表明による立候補制を実
施し，透明性の確保を図っている。今後議長，副議
長の任期期間並びに，平成25年の見直し意見以降
の立候補者名の取扱いについて議論していく必要
がある。

(市民参加の促進)

第11条　議会は，市民の要望を的確に把握し，市政に反
映させるものとする。
2　議会は，市民が市政に参画できる機会を確保するよう
努めなければならない。
3　議会は，地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条
及び第115条の2に規定する公聴会制度及び参考人制度
を活用し，議会の活性化を図らなければならない。
4　議会は，請願及び陳情を市民の政策提案として位置付
けるとともに，その審議においては，提案者の意見を聴く
機会を設けなければならない。
5　議会は，市民が傍聴しやすい日時に本会議を開くな

ど，市民が議会活動に参画できる機会の確保に努めるも
のとする。

条文については特に問題ない。ただし，参画できる
機会の方法，休日議会のあり方再検討，傍聴者増
加のための方策等について今後も取り組む必要が
ある。
・休日議会の今後のあり方検討
・ＩＣＴなど情報メディア等による積極的公開検討
・各常任委員会等の積極的公開と傍聴促進の検討
・市民アンケート等市民参加による意見聴衆促進

(情報公開の推進)
第12条　議会は，議会に関する情報の公開を推進しなけ
ればならない。
2　議会は，保有する情報を議会広報紙，ホームページ，
ケーブルテレビジョン等を利用し，積極的に公開するもの
とする。
3　議会は，定例会のほか，すべての委員会及び全員協
議会を原則公開とする。
4　議案に対する議決の賛否は，議決責任の観点から，

原則として公表する。

条文については特に問題ない。ただし，今後以下
について取り組む必要がある。
・各常任委員会の放送を含めた公開検討
・政務活動費のＨＰへの公開（収支報告書，領収
書）
・政務活動費の開示請求なしでの情報公開，閲覧

(議会報告会)
第13条　議会は，市民への報告と市民との意見交換の場
として，議会報告会を定期的に行うものとする。
2　議会報告会に関することは，別に定める。

要領については見直し改正した。ただし，今後以下
について取り組む必要がある。
・開催時期，期間，開催団体，テーマ等の再検討
・政策提言，政策立案へ向けた検討及び仕組みづ
くりの研究

(議会と市長等との関係の基本原則等)
第14条　議会は，二元代表制の下，市長等と常に緊張あ
る関係を構築し，事務の執行の監視及び評価を行うととも
に政策立案，政策提言等を通じて，市政の発展に取り組

まなければならない。
2　議会は，会期中閉会中にかかわらず，市長等に対して
文書質問を行うことができる。この場合において，市長等
から文書により回答を求めるものとする。
3　議会は，議員が行う市長等への要請に対して，両者の
関係の透明性を図るため，日時，要請内容，対応，経過
等を記録した文書を作成するよう市長等に対して求めるも
のとする。

議会と市長等との関係の基本原則となる理念を述
べている条文であり，特に問題ない

(一問一答による質疑応答及び反問権)
第15条　議会の会議における質疑応答は，市政上の論
点及び争点を明確にするため，原則として一問一答の方

式で行うものとする。
2　市長等は，議長又は委員長の許可を得て，議会の会
議及び委員会において，議員の質問等に対し反問するこ
とができる。

平成１８年9月定例会から試行しその後運用してい

る。今後は反問権について本市では活用が少ない
ことから，質問の向上を図るためにも必要に応じて
執行部との合意形成を図っていく必要がある。



　先の会派別の総合評価を元に，コンパクトにまとめていく


